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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２９年１０月２５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決                         

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２９年１月９日 １１時４０分ごろ 

発生場所 北海道枝幸
え さ し

町乙
おっ

忠部
ちゅうべ

漁港 

 乙忠部港東防波堤灯台から真方位３４５°１６０ｍ付近 

 （概位 北緯４４°４７.０′ 東経１４２°４３.２′） 

事故の概要  引船北斗
ほ く と

丸は、台船（船名なし）に接近中、台船の係船索が推進器

に絡んで航行不能となり、浅瀬に乗り揚げた。 

 北斗丸は、プロペラ翼及び舵板の曲損等を生じた。 

事故調査の経過  平成２９年３月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

  

 

Ａ 引船 北斗丸、１８トン 

   ２００－３０１８７北海道、安田建設株式会社（船舶所有者）、

渋田海運株式会社（Ａ社）（船舶借入人） 

   １７.３５ｍ（Lr）×４.０４ｍ×１.５３ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、６０３.１０kＷ、昭和５４年１２月 

Ｂ 台船 （船名なし）、６００トン 

   なし、安田建設株式会社 

   ３０.００ｍ×１３.００ｍ×２.５０ｍ、鋼 

   機関なし、不詳 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長 男性 ４０歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成８年２月２日 

    免許証交付日 平成２４年５月１日 

           （平成２９年９月１７日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船底に擦過傷、プロペラ翼及び舵板に曲損等 

Ｂ なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ２、視界 良好 

海象：うねり 波向北東、波高約１.５ｍ、潮汐 高潮期 

 事故の経過  Ａ船は、船長ほか１人が乗り組み、起重機船及びＢ船をえい
．．

航し、

平成２９年１月９日１１時２０分ごろ乙忠部漁港北北東方１,３００
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ｍ付近に到着し、船長は、起重機船を切り離して錨泊させ、起重機船

の作業員２人をＢ船に移乗させた。 

Ａ船は、乙忠部漁港に向け、Ｂ船をえい
．．

航して同漁港北東方９３０

ｍ付近を南進中、えい
．．

航索が切断したので、えい
．．

航索を取り直すこと

とした。 

Ａ船は、乗組員が船尾部でえい
．．

航索を取り直す準備を行い、乙忠部

漁港北東方５５０ｍ付近で漂流していたＢ船の左舷船尾方から約３ノ

ットの対地速力で接近し、Ｂ船の前方に出ようとしたとき、操船に当

たっていた船長が船尾に衝撃を感じた。 

船長は、Ａ船が進まなくなったので浅瀬に乗り揚げたと思い、脱出

するつもりで全速力前進としたが、航行できなかった。 

船長は、右舷側の海面にロープが見えたので、推進器にロープが絡

んだことに気付き、航行を断念してＡ社に連絡した。 

Ａ船は、Ｂ船の船首部からロープを取って、Ｂ船に接舷した後、う

ねりによって乙忠部漁港東防波堤（以下「東防波堤」という。）に向

かってＢ船と共に圧流され、１１時４０分ごろ、船首を南東に向けた

状態で、東防波堤沖の浅瀬に乗り揚げた。 

Ｂ船は、Ａ船と東防波堤に挟まれる形となったが、喫水が浅かった

ので、乗り揚げなかった。 

Ｂ船の作業員２人は東防波堤に避難し、船長及び乗組員は、Ａ船の

燃料をホースとポンプを使用して東防波堤越しに僚船の燃料タンクに

移し、Ｂ船を東防波堤沖の消波ブロックに係留した後、東防波堤に避

難した。 

Ａ船及びＢ船は、翌日、僚船によってえい
．．

航されて乙忠部漁港内の

岸壁に着岸した。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ Ａ船、写真２ Ｂ船 参

照） 

 その他の事項 Ａ船の喫水は、船首約０.６ｍ、船尾約２.０ｍであり、また、Ｂ船

の喫水は、船首尾共に約０.７ｍであった。 

本事故後、Ａ船の推進器に絡んだロープは、‘Ｂ船の左舷船首側の

係船索’（直径約５０㎜、長さ約１５ｍ、以下「本件係船索」とい

う。）であることが判明した。 

Ｂ船は、倉口がなく、上甲板に土砂積載用の枠（船首尾方向の長さ

約２４.９ｍ、船横方向の長さ約１１.５ｍ、高さ約０.７ｍ）が設け

られており、ふだん、使用しない索類は、枠の内側（以下「Ｂ船枠

内」という。）に置くことで海中落下を防止していたが、本事故当

時、Ｂ船枠内には、枠の高さ以上の積雪があった。 

本件係船索は、出航時には、その一端がボラードに係止された状態

でＢ船枠内に積もった雪の上に置かれていた。 

Ａ船がＢ船に接近した際、Ｂ船の船首部にいた作業員が、本件係船
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索が海中に落下したことに気付いて船長に手で合図をした。 

船長は、Ｂ船に接近する際、操舵室内の右舷側に立って、Ｂ船を見

ながら操船していたが、本件係船索が海面に浮遊していたことも、作

業員の合図にも気付かなかった。 

船長は、えい
．．

航索切断後、うねりなどでＢ船の甲板上が波で洗われ

た際に本件係船索が海中に落下したのではないかと本事故後に思っ

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ あり 

 Ａ船は、乙忠部漁港東方沖において、えい
．．

航索を取り直すためＢ船

に接近中、本件係船索が推進器に絡んで航行不能となったことから、

北東方からのうねりに圧流されて東防波堤沖の浅瀬に乗り揚げたもの

と考えられる。 

 本件係船索は、Ｂ船枠内に置かれていたものの、枠の高さを超える

積雪があったこと、うねりなどで甲板上が波で洗われる状況であった

ことから、海中に落下したものと考えられる。 

Ｂ船では、ふだん、索類をＢ船枠内に置くことで海中への落下を防

止できていたことから、うねりなどで甲板上が波で洗われる状況下、

本件係船索を船体構造物に固縛していなかった可能性があると考えら

れる。 

原因  本事故は、Ａ船が、乙忠部漁港東方沖において、えい
．．

航索を取り直

すためＢ船に接近中、本件係船索が推進器に絡んで航行不能となった

ため、北東方からのうねりに圧流されて東防波堤沖の浅瀬に乗り揚げ

たものと考えられる。 

参考 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・動揺などで甲板上に置いた係船索などが海中に落下するおそれが

ある場合、船体構造物に固縛すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ Ａ船 
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北海道枝幸町 

 

   乙忠部漁港 事故発生場所 

（平成２９年１月９日 

１１時４０分ごろ発生） 
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